
岡谷市公告第８７号 

 

 

事後審査型一般競争入札（総合評価落札方式）の執行について 

 

 岡谷市建設工事に係る事後審査型一般競争入札実施要領（平成２１年岡谷市告示第５５号）及び岡谷

市総合評価落札方式試行要領（平成２１年岡谷市告示第６３号）による事後審査型一般競争入札（総合

評価落札方式）を次のとおり実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の１０の２及び岡谷市財務規則（昭和３９年岡谷市規則第２０号）第１１３条の規定により、次のとお

り公告する。 

 

令和７年１０月７日 

 岡谷市長  早 出  一 真  

 

１ 入札対象工事 

工  事  名 岡谷市川岸学園整備第２期（接続棟建設）電気設備工事 

工 事 場 所 岡谷市 川岸中一丁目１番１号、２号 

工 事 概 要 

既存小中学校を繋ぐ接続校舎の建設工事 

 構造規模：鉄骨造２階建て、延床面積1165.2㎡ 

 主要計画諸室 小中共同給食室、多目的室 

工     期 着工の日から 令和９年３月１２日まで 

備 考 

・本件は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落

札方式の対象案件である。 

・本件は、一抜け方式を採用し、対象工事は、下記一抜け対象工事一覧表のとおり

とする。 

 

２ 入札参加資格要件 

 岡谷市建設工事入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」

すべて満たしていることが必要です。 

工事種別及び等級 岡谷市及び事業所が所在する諏訪地域５市町村が定める電気工事 格付Ａ級 

建 設 業 許 可 電気工事について、特定建設業の許可を有していること。 

配 置 技 術 者 

(1)本工事の許可業種に係る建設業法第２６条に規定する監理技術者を専任で配置

できること。（１級電気工事施工管理技士の資格を有する者に限る。） 

(2)配置技術者は、入札参加申請日以前３か月以上の恒常的雇用関係にあること。 

所 在 地 要 件 

(1)岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村（以下、諏訪地域６市町村

という。）内に本社（店）又は支店若しくは営業所等を設置していること。 

(2)本社（店）以外の支店又は営業所等については、次の要件を付する。 

①設置年数：諏訪地域６市町村内に開設後１０年以上経過していること。 

②従業員数：常勤の従業員が５名以上であること。（諏訪地域６市町村内に本社

（店）、支店又は営業所がある場合は、合計人数とする。） 

③実  績：過去５年間に、当該業種の元請として諏訪地域６市町村のいずれか

が発注する工事の施工実績があること。 

施 工 実 績 要 件 なし 



その他参加資格要

件 

岡谷市建設工事に係る事後審査型一般競争入札実施要領第５条に規定する参加資格

要件を満たしていること。 

 

３ 入札の日時等 

入札参加申請受付 

令和７年１０月７日（火） 

～  

令和７年１０月１５日（水） 

・次の①及び②を、期日までに岡谷市役所財政課契約

担当へ電子メール、又は持参により提出すること。 

①事後審査型一般競争入札参加申請書 

（岡谷市建設工事に係る事後審査型一般競争入札実

施要領 様式第１号） 

②価格以外の評価点申請書 

（岡谷市総合評価落札方式試行要領 別記様式（第

７条関係）） 

設計図書等の閲覧

等 

令和７年１０月７日（火） 

     ～ 

令和７年１０月２９日（水） 

・岡谷市ホームページの「入札･契約情報」、市役所１

階情報公開コーナー及び５階財政課契約担当に掲載

する。 

・市役所１階情報公開コーナー及び５階財政課契約担

当で閲覧する。 

設計図書等に関す

る質問受付 

令和７年１０月７日（火） 

     ～ 

令和７年１０月２１日（火） 

・質問書様式は任意とする。 

・ＦＡＸ、電子メールにより、財政課契約担当へ提出す

ること。 

設計図書等に関す

る質問に対する回

答 

令和７年１０月２７日（月） ・ＦＡＸにより入札参加申請者全員に回答する。 

入開札日時・場所 

令和７年１０月３０日（木） 

午前１０時００分～ 

岡谷市役所  

６階 ６０２会議室 

・入札後、直ちに開札を行い、開札後、予定価格の制

限の範囲内で、失格基準価格以上の価格をもって入

札をした者を、最低価格の者から順次公表する。 

・入札額が予定価格を超えた者及び失格基準価格未満

で失格となった者を公表する。 

一抜け方式に関す

る事項 

・一抜け方式の対象工事は、一抜け対象工事一覧表のとおりとし、落札候補者の決

定は、同表の落札決定順位により決定する。 

・入札順①の工事の落札候補者が提出した入札順②の工事の入札書は、無効とする。 

・入札順①の工事の落札候補者に入札参加資格がないと認められた場合、当該落札

候補者が提出した入札順②の工事の入札書は、無効とする。 

・入札順①の工事の落札候補者の入札が無効（失格）となる場合で、次順位者が入

札順②の工事の落札（候補）者である場合は無効とし、更に次順位の者を落札候

補者とする。 

一抜け対象工事一覧表 

入札順 工事名 落札決定順位 

① 
公告第８４号 岡谷市川岸学園整備第２期（長寿命

化大規模改修）電気設備工事 
１ 

② 
公告第８７号 岡谷市川岸学園整備第２期（接続棟

建設）電気設備工事 
２ 

 



入札書の記載事項

等 

・落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた額）をもって落札金額とするので、消費税に係わる課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。  

・入札の際に、工事費積算内訳書（工事価格を算出後、１万円以下の端数処理を除

き、値引きにより入札価格と一致させているものは認めない）を提出すること。 

総合評価に関する

事項 

(1)総合評価の方法について 

・総合評価点は、応札額が予定価格（消費税及び地方消費税を除く。）を超えた者、

低入札価格調査事務処理要領第３条の２に基づく失格基準価格未満で失格となっ

た者及び岡谷市建設工事に係る事後審査型一般競争入札実施要領第２２条に基づ

き無効（失格）となった者を除いて、次の算式により算定する。 

総合評価点＝価格点＋価格以外の評価点 

・価格点と価格以外の評価点の配点は、次のとおりとする。 

価格点：８８点   価格以外の評価点：１２点 

・価格点は、次の算式により算定する。 

価格点＝配点（８８点）×最低価格／入札価格（小数点以下第３位四捨五入

２位止め） 

＊１ 最低価格とは、有効な入札価格のうち、最低の入札価格とする。 

＊２ 入札価格とは、各応札者の入札価格とする。 

・価格以外の評価項目及び配点について 

別紙「価格以外の評価点算定方法」のとおり 

(2)価格以外の評価点の公表等について 

・令和７年１０月３０日（木）午後１時に財政課契約担当及び岡谷市ホームページ

において公表する。 

・公表された価格以外の評価点に疑義があるときは、公表された日の翌日から２日

（閉庁日を除く。）以内に、文書により照会することができる。 

・照会文書の様式は任意とする。 

落札候補者の決定 

・総合評価点の最も高い者を落札候補者とする。 

・総合評価点の最も高い者が２者以上ある場合は、くじ引きにより落札候補者を決

定する。 

入札参加資格要件 

審査書類の提出 

（落札候補者） 

・提出書類は「事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書（様式第２号～５号及

び経営規模等評価結果通知書等の写し）」とする。 

・落札候補者となった日の翌日から起算して２日（閉庁日を除く。）以内に、持参に

より財政課契約担当へ提出すること。 



落札者の決定等 

・落札者の決定は、入札参加資格確認申請書が提出された日の翌日から起算して３

日（閉庁日を除く。）以内に行う。 

・落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話又はＦＡＸにより連絡する。 

・入札参加資格がないと認めたときは、電話又はＦＡＸにより連絡する。 

・入札参加資格がないと認められた者は、連絡を受けた日から起算して５日（閉庁

日を除く。）以内に、市長に対して文書によりその理由について説明を求めること

ができる。 

・説明を求めた者に対しては、書面を受理した日の翌日から起算して１０日（閉庁

日を除く。）以内に、文書にて回答する。 

入札結果の公表 ・落札者決定後、岡谷市ホームページ及び財政課契約担当にて公表する。 

 

４ 入札事項等 

低入札価格調査制度 適用あり（失格基準価格の設定あり） 

入 札 保 証 金 免除 

契 約 保 証 金 
契約金額の１００分の１０以上の金銭保証（ただし、低入札価格調査の結果落札者

となった者については、１００分の３０以上） 

前 払 金 適用あり（中間払金含む） 

部 分 払 金 適用あり 

 

５ その他事項 

（１）「岡谷市建設工事に係る事後審査型一般競争入札実施要領」、「岡谷市総合評価落札方式試行要領」

「入札心得」、「低入札価格調査事務処理要領」及び「最低制限価格制度実施要領」による。 

（２）本公告に記載する期間は、土曜、日曜及び祝日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで

とする。ただし、設計図書等の閲覧については期間最終日の正午までとする。 

 

６ 担当部課 

公 告 の 内 容 

岡谷市役所 財政課 契約担当 

〒394-8510 長野県岡谷市幸町８番１号 

TEL：0266-23-4811（内線1535）  FAX：0266-24-0692 

E-mail：zaisei@city.okaya.lg.jp 

工 事 の 内 容 岡谷市役所 川岸学園整備室  TEL：0266-23-4811（代） 内線：1213 

 



（公告別紙）

工 事 名 ： 岡谷市川岸学園整備第２期（接続棟建設）電気設備工事

工 事 箇 所 ： 岡谷市川岸中一丁目１番１号、２号

※価格以外の評価点に係る評価（項目・内容・基準）及び配点等は、次のとおりとする。

必須選択 配点

工事成績 必須
入札公告日より過去２年間における長野
県発注工事の平均工事成績評定点

評定点＝３点×（工事成績点－６５点）／（最高工事
　　　　　  成績点－６５点）

（少数点以下第２位四捨五入１位止め） 最大

3点

工事実績 選択
延床面積600㎡以上、S造（又はSRC造、LS造)で新
築、増築又は改築工事に伴う電気設備工事の施工
実績が1件以上ある。

2

その他 0

工事実績 選択
過去５年間の主任（監理）技術者の同種
工事の施工実績

延床面積600㎡以上、S造（又はSRC造、LS造)で新
築、増築又は改築工事に伴う電気設備工事におけ
る主任（監理）技術者としての実績がある。

1

その他 0

環境対策 必須 環境対策への取組み ISO14001又はエコアクション21の認証取得事業所 0.5

取得していない 0

労働福祉 必須 障害者雇用
法定雇用障害者数を上回って雇用している又は法
定雇用義務はないが雇用している

0.5

法定雇用障害者数を上回って雇用していない又は
雇用していない

0

経営事項審査の「建設工事の担い手の
育成及び確保に関する取組の状況」

３０点以上である 0.5

３０点未満である 0

子育て支援 必須
一般事業主行動計画の策定、届出及び
育児休業制度の規定の有無

「一般事業主行動計画」の策定・届出を行っている又
は就業規則において育児休業制度を規定している

0.5

「一般事業主行動計画」の策定、届出及び育児休業
制度を就業規則に規定していない

0

営業拠点 必須 岡谷市内における営業拠点の有無 岡谷市内に本社（店）がある 2

岡谷市内に営業所（支店）がある 1

岡谷市内に本社（店）、営業所等はない 0

災害協定 必須
岡谷市との災害時協力協定等締結の有
無

締結している 0.5

締結していない 0

除雪契約 必須
岡谷市との除雪、排雪等委託契約締結
の有無

締結している 0.5

締結していない 0

ボランティア 必須
岡谷市内での地域社会への貢献の有無
（令和5年4月1日以降の実績）

活動実績あり 0.5

※諏訪湖清掃、道路清掃等 活動実績なし 0

消防団協力 必須 岡谷市消防団協力事業所の認定の有無 認定を受けている 0.5

認定を受けていない 0

12点

企業の
施工能力

配置予定
技術者の能力

過去１５年以内に公共機関等から発注さ
れた同種工事の元請実績

※公共機関等とは、「ＣＯＲＩＮＳ（工事実
績情報ｼｽﾃﾑ）への登録等に関する規
約」第３条で定義された機関

※業種区分に関係なく、長野県が発注し
た全ての工事を対象とし、工事成績評定
点を単純平均して求める。

価格以外の評価点算定方法

価格以外の評価点合計

社会貢献

地域貢献

評価項目 評価内容及び評価基準


